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■ 都市計画関連年表
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1877（明治10）年 2月 京都神戸間の鉄道開通に伴い，七条停車場 （後の京
都駅）の開設

1879（明治12）年 3月 上京，下京両区設置
1885（明治18）年10月 琵琶湖疏水起工式挙行
1886（明治19）年 8月 本市最初の公園として円山公園を開設
1889（明治22）年 4月 市制施行（本市は市制特例により自治権を制約され

た）
6月 初めての市会が開催される。（6月14日）

1890（明治23）年 4月 琵琶湖疏水竣工式挙行
1895（明治28）年 2月 市電開通
1898（明治31）年10月 東京・京都・大阪の3市の市制特例が撤廃
1900（明治33）年 6月 内貴市長が市会で京都策を述べる。
1904（明治37）年 7月 岡崎公園開園
1908（明治41）年10月 三大事業起工式挙行
1912（明治45）年 3月 蹴上浄水場完成

6月 三大事業竣工祝賀会開催（水道給水開始，第二琵琶
湖疏水通水，市営電車の運転開始）

1913（大正 2）年 千本通，烏丸通，東大路通等7路線完成
1918（大正 7）年 4月 愛宕郡白川村，下鴨村など16町村を編入

6月 東京市区改正条例を京都市に準用
1919（大正 8）年 4月 （旧）都市計画法，市街地建築物法制定（施行大正9年

1月）
9月 京都市区改正設計街路の都市計画決定（15路線）

1922（大正11）年 8月 京都都市計画区域の決定（23,854.51ha　市域内
6,043.0ha，市域外17,811.51ha）

10月 甲種防火地区及び乙種防火地区の決定
1924（大正13）年 3月 用途地域の決定

1926（大正15）年 9月 「京都都市計画土地区画整理」の都市計画決定（面積
約313万坪）　　　

1927（昭和 2）年12月 中央卸売市場（第一市場）業務開始
1928（昭和 3）年 5月 市バス営業開始
1929（昭和 4）年 3月 中京区，左京区，東山区増設
1930（昭和 5）年 2月 風致地区の第一回決定（3,386.9ha）
1931（昭和 6）年 4月 伏見市他26町村編入（22,822ha）
1936（昭和11）年 7月 横大路塵芥焼却場業務開始
1947（昭和22）年 3月 疎開地跡に都市計画街路を決定（御池通，五条通，堀

川通）
1948（昭和23）年 4月 中川村，小野郷村編入（36.66ha）
1949（昭和24）年 4月 岩倉村他7箇村編入（209.85ha）
1950（昭和25）年 5月 建築基準法制定

10月 京都国際文化観光都市建設法制定
12月 大枝村ほか2カ町編入（13.34ha）

1954（昭和29）年 5月 土地区画整理法制定（施行昭和30.4）
1955（昭和30）年 5月 緑地地域を指定（8,746.65ha）

9月 北区，南区の新設で行政区が9区になる。
1956（昭和31）年 5月 市民憲章を制定

9月 政令指定都市となる
11月 京都市屋外広告物条例制定

1957（昭和32）年 4月 広河原，淀町を編入（27.29ha）
1959（昭和34）年11月 久世村，大原野村を編入（29.11ha）
1960（昭和35）年 4月 京都会館完成

8月 駐車場整備地区の決定（305.40ha）
10月 市域面積61,061haに確定　　

1965（昭和40）年 7月 工場等制限法施行，制限区域指定（6,267ha）

1966（昭和41）年 古都保存法制定
1967（昭和42）年 2月 歴史的風土特別保存地区の決定（117ha）
1969（昭和44）年 4月 まちづくり構想―20年後の京都―発表
　　　　　　　　　〃 近郊緑地保全区域の指定（3,341ha）

5月 洛西新住宅市街地開発事業（洛西ニュータウン）の都
市計画決定　　　　　　　　　　　　

6月 新「都市計画法」施行
9月 近鉄高架化完成（京都～東寺間）

1970（昭和45）年 3月 外環状線（山科～府道京都守口線）完成
5月 高度地区の決定

1971（昭和46）年12月 市街化区域（14,881.30ha），市街化調整区域
（33,168.70ha）の決定

12月 一団地の住宅施設（向島ニュータウン）の都市計画決定
1972（昭和47）年 4月 京都市市街地景観条例制定

7月 京都市建築協定条例制定
9月 美観地区，特別保全修景地区の決定
12月 京都市宅地開発要綱施行

1973（昭和48）年11月 マイカー観光拒否宣言
12月 新用途地域，原谷特別工業地区の決定

1974（昭和49）年 3月 地下鉄烏丸線の都市計画決定（北山～竹田間）
8月 生産緑地法施行
12月 国土利用計画法施行

1975（昭和50）年10月 京阪電気鉄道京阪本線の都市計画決定
12月 生産緑地地区の第一回決定

1976（昭和51）年 4月 建築物環境整備要綱施行
　　　　　　　　　〃 京都市伝統的建造物群保存地区条例制定

6月 伝統的建造物群保存地区の決定（産寧坂，祇園新橋地区）

1976（昭和51）年 8月 京都駅南口地区第一種市街地再開発事業，高度利用
地区の都市計画決定

10月 山科区，西京区の新設で行政区が11区に
1978（昭和53）年 9月 市電全線営業廃止

10月 世界文化自由都市宣言
1979（昭和54）年 2月 伝統的建造物群保存地区の決定（嵯峨鳥居本地区）

11月　　日影規制と中高層建築物に関する指導要綱を施行
1980（昭和55）年 5月 都市計画法改正　地区計画制度の創設

2月 市街化区域，市街化調整区域の変更
1981（昭和56）年 5月 地下鉄烏丸線（北大路～京都間）開業

11月 洛西中央緑地保全地区の決定
1983（昭和58）年 1月 京都市古都保存協力税条例可決

7月 京都市基本構想議決
11月 鴨川電気鉄道鴨東線の都市計画決定

1984（昭和59）年 1月 洛南新都市構想発表
1985（昭和60）年 5月 京都市基本計画発表

9月 京都市地区計画の案の作成手続に関する条例制定
10月 京都市自転車放置防止条例施行　　　　　　
12月 京都市歴史的界隈景観保全整備要綱策定

1986（昭和61）年 4月 京都市環境管理計画策定
5月 京都市初の地区計画を決定（西京桂坂地区）

1987（昭和62）年 5月 京阪本線地下化完成
8月 京都高速道路新十条通の都市計画決定
11月　　「大都市の保全と開発」国際専門家会議開催

　　　　　　　　　〃 第1回世界歴史都市会議開催
1988（昭和63）年 3月 京都市古都保存協力税条例廃止

4月 京都市総合設計制度取扱要綱制定

1988（昭和63）年 4月 伝統的建造物群保存地区の決定（上賀茂地区）
6月 地下鉄烏丸線（京都～竹田間）開通

1989（平成 元）年 6月 地下鉄東西線の都市計画決定（醍醐～二条間）
8月 京都第二外環状線の都市計画決定

　　　　　　　　　〃 京都市都市景観賞制定
11月 山科駅前地区第一種市街地再開発事業の都市計画

決定
1990（平成 2）年 5月 川端通（冷泉通～塩小路間）開通

9月 御池地下駐車場の都市計画決定
10月 地下鉄烏丸線（北山～北大路間）開通

1991（平成 3）年 4月 生産緑地法改正
5月 「京都市土地利用及び景観対策についてのまちづく

り審議会」設置
7月 京都市地区計画の案の作成手続に関する条例改正
11月 「伝統と創造の調和したまちづくり推進のための土地

利用及び景観対策についての第1次答申」
　　　　　　　　　〃 健康都市構想策定
1992（平成 4）年 4月 「伝統と創造の調和したまちづくり推進のための土地

利用及び景観対策についての第2次答申」
6月 都市計画法改正（用途地域の種別細分化等）

　　　　　　　　　〃 建築基準法改正
10月 市街化区域，市街化調整区域の見直し

　　　　　　　　　〃 用途地域の見直し
12月 地下鉄烏丸線の都市計画変更（国際会館～北山間延伸）

　　　　　　　　　〃 京都駅地区特定街区の都市計画決定
　　　　　　　　　〃 御池第二駐車場の都市計画決定
　　　　　　　　　〃 生産緑地法改正による生産緑地地区の変更

1993（平成 5）年 3月 新京都市基本計画発表
　　　　　　　　　〃 京都高速道路堀川線，油小路線，西大路線，久世橋線

の都市計画決定
1995（平成 7）年 1月 阪神淡路大震災
1994（平成 6）年12月 市内14件の資産が世界遺産条約へ登録

3月 京都市市街地景観整備条例公布（施行平成8.5）
　　　　　　　　　〃 京都市風致地区条例公布（施行平成7.4）
　　　　　　　　　〃 京都市自然風景保全条例公布（施行平成8.5）

4月 京都市人にやさしいまちづくり要綱施行
12月 伝統的建造物群保存地区の変更（石塀小路地区を産

寧坂地区に含める）
1996（平成 8）年 3月 新京都市環境管理計画策定

5月 新用途地域の指定，15m高度地区の新設
8月 京都市屋外広告物等に関する条例公布

1997（平成 9）年 6月　　地下鉄烏丸線（国際会館～北山間）開通
　　　　　　　　　〃 環境影響評価法公布（施行平成11.6.12）

10月　　財団法人　京都市景観・まちづくりセンタ－設立
　　　　　　　　　〃 地下鉄東西線（醍醐～二条間）開業

12月 地球温暖化防止京都会議（COP3）にて「京都議定
書」採択

1998（平成10）年 まちづくり三法（改正都市計画法，中心市街地活性化
法，大規模小売店舗立法）の制定（ただし，大規模小売
店舗立地法については平成12年6月施行）

12月 京都市環境影響評価等に関する条例公布（施行平成
11.6.12）

1999（平成11）年 7月　　地方分権一括法施行
3月 地下鉄東西線の都市計画変更（六地蔵～醍醐間の延伸） 

4月 京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全
及び形成に関する条例公布（施行平成11.5.1）

12月 「京都市基本構想（グランドビジョン）」策定
2000（平成12）年 4月 地方分権一括法施行に伴う改正都市計画法施行
　　　　　　　　　〃 京都市都市計画審議会条例施行

6月 京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条
例施行

2001（平成13）年 1月 「京都市都心部のまちなみ保全・再生に係る審議会」
設置

　　　　　　　　　〃 ｢京都市基本計画｣｢各区基本計画｣策定
2002（平成14）年 2月 都市計画道路の一部廃止に係る都市計画変更（10

路線，約5.7km）
5月 ｢京都市都市計画マスタープラン｣策定

　　　　　　　　　〃 「京都市都心部のまちなみ保全・再生に係る審議会」
提言

　　　　　　　　　〃 地下鉄東西線の都市計画変更（二条～天神川間の延
伸）

　　　　　　　　　〃 太秦東部地区第一種市街地再開発事業の都市計画
決定

6月 都市再生特別措置法施行
7月　  工場・大学等制限法廃止
10月　  京都市内3地域が都市再生緊急整備地域の第2次指

定を受ける
2003（平成15）年 1月 改正都市計画法施行（都市計画提案制度創設）

4月 京都市市民参加推進条例施行
5月 職住共存地区において「京都市都心部のまちなみ保

全・再生にかかる審議会」提言を受けた京都市都心部

の新しい建築のルール（高度地区，美観地区，特別用
途地区）」を施行

2004（平成16）年 5月 「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」策定
6月 景観法制定（施行平成16.12）
8月 京都市防災都市づくり計画策定
11月 地下鉄東西線（六地蔵～醍醐間）開通
12月 地域地区の見直し（用途地域の変更，敷地面積の最

低限度の設定，特別用途地区の拡大）
2005（平成17）年 4月 京北町と合併

7月 「時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会」設置
12月 京都市景観計画策定

2006（平成18）年 3月 「時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会」からの
「中間取りまとめ」

5月 都市計画法の改正（都市計画提案権者の拡充，準都
市計画区域制度の拡充，大規模集客施設の立地規
制，開発許可制度の見直し，開発整備促進区の創設）

8月 改正都市計画法の施行（都市計画提案権者の拡充）
11月 改正都市計画法の施行（準都市計画区域制度の拡

充）
　　　　　　　　　〃 「時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会」からの

「最終答申」
2007（平成19）年 7月 「京都市建築物耐震改修推進計画」策定　
　　　　　　　　　〃 新潟県中越沖地震

9月 新景観政策に基づく高度地区，美観地区及風致地区
の変更，12m・25m高度地区の新設，45m高度地区
の廃止，京都市景観計画の変更

10月 「歩いて楽しいまちなか戦略」社会実験
11月 改正都市計画法の施行（大規模集客施設の立地規

制，開発許可制度の見直し，開発整備促進区の創設）
　　　　　　　　　〃 市街化区域，市街化調整区域の見直し
2008（平成20）年 1月 地下鉄東西線（二条～太秦天神川）開通
　　　　　　　　　〃 京都高速道路油小路線開通

5月 「京都市市街化調整区域における地区計画運用基
準」の策定（施行7月）

6月 京都高速道路新十条通開通
8月 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する

法律」の制定（施行11月）
2009（平成21）年 3月 「京（みやこ）の景観ガイドライン」作成

5月 「らくなん進都（高度集積地区）まちづくり推進プログ
ラム」策定

6月 用途地域及び高度地区（斜線制限の種別のみ）の見
直し

11月 「歴史的風致維持向上計画」の国の認定
2010（平成22）年 1月 「歩くまち・京都」総合交通戦略策定

3月 「京都市建築物安心安全実施計画」策定
　　　　　　　　　〃 「京都市住宅マスタープラン」の策定
　　　　　　　　　〃 「京都市緑の基本計画」策定

5月 　　用途地域及び高度地域の見直し
6月 「京都市駐車施設に関する基本計画」及び「京都市駐

車場整備地区における駐車場整備計画」の改定
12月 「はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本計画）」策定

2011（平成23）年 1月 各区基本計画策定
3月 東日本大震災

　　　　　　　　　〃 「京都市地球温暖化対策計画」策定
4月 都市計画道路の一部廃止にかかる都市計画変更

 （42路線，約52.7km）
　　　　　　　　　〃 京都市地球温暖化対策条例改正

5月 京都市駐車場条例改正
　　　　　　　　　〃 「三山森林景観保全・再生ガイドライン」作成
　　　　　　　　　〃 「CASBEE京都　既存・改修」策定

8月 「第1次一括法案」都市計画法に関する部分の施行
　　　　　　　　　〃 都市計画道路の一部廃止にかかる都市計画変更
 （1路線，約2.3km）

12月 「京都市の防災対策総点検」最終報告
2012（平成24年）2月 「京都市都市計画マスタープラン」策定

4月 区域区分等の権限が政令市に移譲
　　　　　　　　　〃 「京都市伝統的な木造建築物の保存及び活用に関す

る条例」施行
7月 「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方

針」の策定　　　　　　　　　　

 

○　インターネットを活用した情報提供
（1）都市計画ホームページ

　京都市都市計画審議会の開催，案の縦覧時期，都市計
画手続における公聴会の開催等の情報を随時提供してい
ます。

　　　　　〔URL〕 http://www.city.kyoto.lg.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市情報館トップページ

（2）都市計画地図（2007(平成19)年8月発信開始）
　都市計画情報等の概要（用途地域などの地域地区や都
市計画道路等）を御覧になることができます。
　「京都市情報館」トップページの「都市計画地図」アイコ
ンからアクセスすることができます。

○　都市計画情報プリントアウトサービス
　　（2002(平成14)年5月開始）
　都市計画情報を市民に分かりやすく提供するために，都
市計画情報システムを導入し，プリントアウトサービスを
行っています。
（1）設置場所：京都市役所北庁舎2階　都市計画課内
（2）プリントアウトサービス：1枚　300円

○　都市計画マスタープランの販売
　京都市の都市計画の基本方針である「京都市都市計画マス
タープラン」を販売しています。

（1）販売場所：京都市役所西庁舎1階南側　
　　京都市情報公開コーナー　電話075-222-3215
（2）販売時間：月曜日～金曜日
　　　(土，日，祝日，年末年始は休み。9：00～ 17：00)
（3）1冊　1,200円

○　都市計画図の販売
　都市計画総括図や都市計画基本図を販売しています。
（1）販売場所：社団法人京都府建築士会
　　（京都市中京区押小路通柳馬場東入・京都建設会館別館2階）
　　　　電話075-211-2857
（2）販売時間：月曜日～金曜日
　　　(土，日，祝日，年末年始，お盆期間は休み。
　　　9：00～ 12：00，13：00～ 17：00
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■ 都市計画情報の発信
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■ 都市計画用語集

人口や都市機能を都市の中心市街地に集約
することにより，効率的な都市となる都市政
策。人や物の長距離移動が減少し，環境にや
さしい政策である。

都市に住む消費者の方に生鮮食料品などを
安定して供給することを目的として，品物の
集積，価格の決定などの流通機能を有する
市場。

都市の無秩序な市街化を防止するための制
度として，1968（昭和43）年に制定された都
市計画法において創設された制度で，一定
規模以上の宅地造成などの開発行為につい
て，都市の良好な環境を確保するため必要な
道路や公園の確保など，技術的な基準を定
め，この基準に基づき市長が許可を行う。
　 
生活圏の骨格となるとともに，高速道路の補
助道路として生活圏を相互に連絡する道路。

地表の水（降水や河川水）が地中に浸透し，
地下水となること。

産業又は人口が相当程度集中し，公共施設
の整備及び土地の高度利用など実質的に都
市としての機能や景観が備わった地域。

災害発生時における被災者の避難及び被災
者の生活を確保する物資輸送のために利用
する路線として指定する路線。

都市計画区域を，「市街化区域」，「市街化調
整区域」に区分すること。

市街地が無計画に郊外に拡大し，虫食い状
の無秩序な市街地を形成すること。

DID（Densely Inhabited Districtの略）は
人口集中地区のことで，日本の国勢調査にお
いて設定される統計上の地区。市区町村の
区域内で，人口密度が4,000人／k㎡以上の
基本単位区が互いに隣接して人口が5,000
人以上となる地区がこれに該当する。

障害者や高齢者などの社会生活弱者が，社
会生活を営む上で支障となる物理的な障害
や精神的な障害を取り除く施策や取り除い
た状態。

Plan（計画）→Do（実施）→Check（確認）→
Act（改善）を繰り返すことによって，業務を円
滑に進める手法。

大規模小売店舗立地法，中心市街地活性化
法及び改正都市計画法の三法。

「かしこいクルマの使い方」を考えて実践して
いただくため，啓発冊子や公共交通利用促
進マップ，交通行動に関するアンケートなど
を活用し，自発的な交通行動の変化を促すこ
と。

エコ・コンパクト

卸売市場

開発許可制度

幹線道路

かん養

既成市街地

あ行

か行

区　分 用　語 解　　　　　　　説 区　分 用　語 解　　　　　　　説

区　分 用　語 解　　　　　　　説

か行

さ行

た行

は行

緊急輸送通路

区域区分

スプロール（現象）

DID

　

バリアフリー

PDCAサイクル

まちづくり三法

モビリティ・
マネジメント

ま行



182 183

184

■ 都市計画用語集

人口や都市機能を都市の中心市街地に集約
することにより，効率的な都市となる都市政
策。人や物の長距離移動が減少し，環境にや
さしい政策である。

都市に住む消費者の方に生鮮食料品などを
安定して供給することを目的として，品物の
集積，価格の決定などの流通機能を有する
市場。

都市の無秩序な市街化を防止するための制
度として，1968（昭和43）年に制定された都
市計画法において創設された制度で，一定
規模以上の宅地造成などの開発行為につい
て，都市の良好な環境を確保するため必要な
道路や公園の確保など，技術的な基準を定
め，この基準に基づき市長が許可を行う。
　 
生活圏の骨格となるとともに，高速道路の補
助道路として生活圏を相互に連絡する道路。

地表の水（降水や河川水）が地中に浸透し，
地下水となること。

産業又は人口が相当程度集中し，公共施設
の整備及び土地の高度利用など実質的に都
市としての機能や景観が備わった地域。

災害発生時における被災者の避難及び被災
者の生活を確保する物資輸送のために利用
する路線として指定する路線。

都市計画区域を，「市街化区域」，「市街化調
整区域」に区分すること。

市街地が無計画に郊外に拡大し，虫食い状
の無秩序な市街地を形成すること。

DID（Densely Inhabited Districtの略）は
人口集中地区のことで，日本の国勢調査にお
いて設定される統計上の地区。市区町村の
区域内で，人口密度が4,000人／k㎡以上の
基本単位区が互いに隣接して人口が5,000
人以上となる地区がこれに該当する。

障害者や高齢者などの社会生活弱者が，社
会生活を営む上で支障となる物理的な障害
や精神的な障害を取り除く施策や取り除い
た状態。

Plan（計画）→Do（実施）→Check（確認）→
Act（改善）を繰り返すことによって，業務を円
滑に進める手法。

大規模小売店舗立地法，中心市街地活性化
法及び改正都市計画法の三法。

「かしこいクルマの使い方」を考えて実践して
いただくため，啓発冊子や公共交通利用促
進マップ，交通行動に関するアンケートなど
を活用し，自発的な交通行動の変化を促すこ
と。

エコ・コンパクト

卸売市場

開発許可制度

幹線道路

かん養

既成市街地

あ行

か行

区　分 用　語 解　　　　　　　説 区　分 用　語 解　　　　　　　説

区　分 用　語 解　　　　　　　説

か行

さ行

た行

は行

緊急輸送通路

区域区分

スプロール（現象）

DID

　

バリアフリー

PDCAサイクル

まちづくり三法

モビリティ・
マネジメント

ま行




